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は
じ
め
に

　

宗
教
の
近
代
化
は
概
し
て
合
理
化
・
脱
魔
術
化
と
い
わ
れ
る
。
仏
教
に
お
い
て
は
、
明
治
三
十
二
年
に
結
成
さ
れ
た
「
新
仏
教
徒

同
志
会
」
の
よ
う
に
制
度
的
・
儀
式
的
・
迷
信
的
仏
教
に
対
抗
す
る
運
動
に
顕
著
に
表
れ
て
い
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
か
な
る

時
代
で
あ
れ
人
々
は
社
会
の
合
理
化
に
よ
り
か
え
っ
て
そ
こ
か
ら
外
れ
た
迷
信
や
魔
術
を
要
求
し
、
宗
教
者
は
教
団
制
度
の
合
理
化

を
図
る
と
同
時
に
そ
の
受
け
皿
と
し
て
の
役
割
を
も
担
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
で
は
明
治
期
の
真
言
宗
は
次
世
代
の
僧
侶
を
い
か

に
養
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
。
た
だ
国
家
制
度
に
準
じ
た
の
か
、
社
会
や
一
般
の
人
々
の
要
求
に
従
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
自

ら
理
想
の
僧
侶
像
を
掲
げ
て
そ
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
意
し
た
の
か
。
真
言
宗
の
近
代
化
を
探
る
た
め
に
は
教
育
制
度
の
変
遷

と
そ
の
背
景
を
見
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

ま
た
近
年
、
仏
教
の
各
宗
派
が
共
有
し
て
い
る
研
究
上
の
動
向
に
、
宗
派
の
教
義
・
教
学
を
再
考
し
よ
う
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

明
治
期
に
お
け
る
真
言
宗
の
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

―
普
通
学
の
導
入
を
め
ぐ
っ
て
―

阿
　
部
　
貴
　
子
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私
た
ち
が
教
え
ら
え
て
き
た
伝
統
教
義
は
い
か
に
し
て
伝
統
教
義
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
は

明
治
期
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
の
形
で
保
持
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
実
は
明
治
期
に
お
い
て
構
築
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
今
日
の
僧

侶
養
成
の
科
目
は
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
の
か
―
こ
れ
ら
を
再
度
検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
伝
統
教
義
・
伝
統
教
学
と
い
う
既
存

枠
組
を
脱
し
て
教
学
全
体
を
捉
え
な
お
す
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
今
年
度
、
伝
法
院
で
は
有
志
が
数
度
の
研
究
会
を
行
い
、
明
治
期
に
お
け
る
真
言
宗
の
大
学
林
の
あ
り
方
を
議
論
し
て
き

た
。
本
稿
で
は
、
そ
の
成
果
と
し
て
、
特
に
宗
内
の
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
「
普
通
学
」
が
導
入
さ
れ
た
明
治
二
十
年
前
後
の
議
論

と
科
目
を
確
認
し
、
そ
の
背
景
を
追
っ
て
み
た
い
。

一
、
真
言
宗
各
派
の
統
廃
合
と
大
学
林

　

明
治
に
お
け
る
真
言
宗
内
の
統
廃
合
や
学
林
の
変
遷
に
関
す
る
詳
細
は
『
高
野
山
大
学
百
年
史
』『
高
野
山
大
学
五
十
年
史
』『
大

正
大
学
五
十
年
略
史
』『
智
積
院
史
』
等
に
記
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
明
治
初
期
の
教
団
と
学
林
の
位
置
づ

け
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　

明
治
五
年
三
月
、
政
府
は
神
祇
省
を
廃
止
し
て
教
部
省
を
開
設
し
、
四
月
に
は
「
太
政
官
布
告
第
三
三
二
号
」
に
よ
り
神
官
と
僧

侶
を
国
民
教
化
を
旨
と
す
る
教
導
職
に
補
し
た
。
そ
し
て
五
月
に
は
神
仏
合
同
の
「
大
教
院
」
を
開
設
し
、
八
月
に
金
地
院
（
東
京

芝
）
で
開
講
し
て
神
仏
諸
宗
の
学
徒
を
入
学
さ
せ
た
。
し
か
し
、
十
月
に
一
宗
一
管
長
制
が
通
達
さ
れ
る
と
、
真
言
宗
は
別
途
合
同

で
増
上
寺
山
内
に
宗
務
局
を
置
き
、「
宗
学
林
」
を
音
羽
護
国
寺
に
創
設
す
る
。

　

明
治
八
年
五
月
、
早
く
も
大
教
院
の
神
仏
合
同
が
廃
止
さ
れ
た
た
め
、
真
言
宗
は
合
同
で
新
た
に
真
福
寺
（
東
京
愛
宕
）
中
に
大

教
院
を
設
置
し
、
七
月
よ
り
各
府
県
下
各
々
に
中
小
教
院
を
開
設
し
た
。
翌
九
年
に
は
「
各
山
会
議
条
款
」
を
制
定
し
、
真
福
寺
中
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の
大
教
院
を
金
剛
峰
寺
・
智
積
院
・
長
谷
寺
の
三
山
に
分
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
高
野
山
で
は
明
治
十
年
四
月
に
そ
れ
を
「
大
学
林
」

と
呼
称
し
本
校
「
勧
学
院
」
の
開
院
式
を
行
い
、
支
校
と
し
て
「
東
黌
（
慈
眼
院
跡
）」
と
「
西
黌
（
興
山
寺
跡
）」
と
を
設
け
た
。

智
山
派
は
明
治
十
年
八
月
に
智
積
院
に
て
「
智
山
専
門
学
林
」
の
「
西
校
」
の
開
校
式
を
行
い
、
十
月
に
は
真
福
寺
に
て
「
東
校
」

の
開
校
式
を
行
っ
た
。
豊
山
派
は
本
所
弥
勒
寺
に
「
東
校
」、
長
谷
寺
に
「
西
校
」
を
置
い
た（

（
（

。

二
、
明
治
十
二
年
以
降
の
真
言
宗
大
学
林
と
総
黌

　

し
か
し
こ
の
時
の
統
一
真
言
宗
は
長
く
続
か
ず
、
明
治
十
一
年
に
は
、
仁
和
寺
・
大
覚
寺
・
神
護
寺
・
広
隆
寺
・
西
大
寺
・
法
隆

寺
・
薬
師
寺
・
唐
招
提
寺
が
真
言
宗
西
部
と
し
て
独
立
し
て
仁
和
寺
内
に
「
西
部
大
教
院
」
を
設
立
し
、
次
い
で
新
義
真
言
宗
も
独

立
す
る
。
し
か
し
こ
れ
が
政
府
に
知
ら
れ
、
明
治
十
二
年
四
月
三
十
日
、「
内
務
省
戌
第
一
号
達
」
に
よ
り
一
宗
一
管
長
が
通
達
さ

れ
た
た
め
、
各
派
教
義
の
う
え
東
寺
（
教
王
護
国
寺
）
を
長
者
寺
と
し
全
権
を
こ
こ
に
集
結
さ
せ
、
時
の
住
職
を
管
長
と
す
る
宗
制

を
制
定
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
学
林
も
改
変
す
る
。
東
寺
に
大
教
院
を
設
置
し
て
真
言
宗
法
務
所
と
し
、
こ
こ
に
「
総
黌
」
を
創
設
す
る（

（
（

。
ま
た
智

山
東
校
（
真
福
寺
）
は
西
校
（
智
積
院
）
と
合
併
し
て
「
智
山
大
学
林
」
と
な
り
、
豊
山
西
校
（
長
谷
寺
）
は
「
豊
山
大
学
林
」
と

改
称
し
た（

（
（

。
ま
た
翌
年
に
発
布
さ
れ
た
改
正
制
規
に
よ
り
仁
和
寺
、
大
覚
寺
に
も
大
学
林
が
置
か
れ
た（

（
（

。

　

中
学
林
は
護
国
寺
を
は
じ
め
と
す
る
各
地
に
、
小
学
林
は
全
国
の
法
務
支
所
の
管
轄
下
で
設
立
さ
れ
た
。
中
小
学
林
で
は
合
わ
せ

て
九
級
を
設
け
、
三
級
以
下
を
小
学
籍
、
四
級
以
上
を
中
学
籍
と
し
、
中
学
林
卒
業
生
と
教
師
試
補
以
上
の
も
の
と
を
大
学
林
に
編

入
さ
せ
た
。
大
学
林
に
は
全
九
級
の
課
程
が
あ
り
、
こ
れ
を
逐
次
実
践
す
る
も
の
を
「
進
学
衆
」、
初
級
ま
た
は
二
級
を
卒
業
し
て

各
地
に
帰
住
す
る
も
の
を
「
住
学
衆
」
と
称
し
た
。
さ
ら
に
「
進
学
衆
」
の
九
級
の
う
ち
初
級
以
上
を
下
等
、
四
級
以
上
を
中
等
、
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七
級
以
上
を
上
等
と
し
て
、
そ
の
等
級
に
応
じ
て
大
中
本
寺
に
住
さ
せ
、
大
学
林
卒
業
生
は
伝
法
灌
頂
の
稟
受
が
認
め
ら
れ
た（

（
（

。

　

さ
て
、
東
寺
総
黌
の
科
目
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
総
黌
に
お
い
て
も
九
級
を
設
け
、
一
級
の
卒
業
を
満
六
ヵ
月
と
定
め
て
春
秋
二

季
に
試
験
を
し
、
学
科
に
正
業
（
自
宗
の
経
律
論
、
大
師
撰
述
の
章
疏
）・
練
行
（
求
聞
持
、
八
千
枚
護
摩
等
）・
兼
学
（
自
宗
以
外

の
内
外
の
経
論
）
の
三
を
設
け
た
。
戒
律
復
興
を
掲
げ
る
釈
雲
照
が
中
心
と
な
り
設
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
律
に
関
す
る
講
義
が
多

い
の
も
特
徴
で
あ
る
。
総
黌
の
校
風
に
あ
こ
が
れ
て
他
の
大
学
林
か
ら
転
入
す
る
も
の
も
多
く
、
高
野
・
智
山
・
豊
山
の
大
学
林
は

打
撃
を
受
け
た
と
い
う
。
た
だ
諸
山
数
百
年
来
の
宗
規
慣
例
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
各
山
の
学
脈
や
独
特
性
が
失
わ
れ

た
と
の
批
判
も
相
次
い
だ
。
ち
な
み
に
学
科
表
【
図
１
】
の
傍
線
部
は
後
述
の
「
古
義
大
学
林
」
に
な
り
削
除
さ
れ
た
科
目
で
あ
る
。

階
次

初
級

二
級

三
級

四
級

五
級

六
級

七
級

八
級

九
級

正
業

秘
鍵

菩
提
心
論

即
身
義

吽
字
義

二
教
論

法
鑰

住
心
品
疏

釈
摩
訶
衍
論

秘
蔵
記

理
趣
経

梵
網
解
題

並
古
迹

禅
要

声
字
義

南
海
寄
帰
伝

金
剛
頂
経
義

訣

字
母
表

金
剛
頂
経
解

題

十
住
心
論

奥
疏

悉
曇
字
記

有
部
律
摂

白
一
羯
磨

瑜
伽
戒
本

諸
儀
軌

事
相

有
部

広
律
等

【
図
１
】
総
黌
学
科
表
（
（
（
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三
、
明
治
十
九
年
以
降
の
古
義
・
新
義
大
学
林

　

だ
が
総
黌
の
体
制
は
早
く
も
崩
れ
る
。
明
治
十
七
年
八
月
十
九
日
、「
太
政
官
第
十
九
号
達
」に
よ
り
神
仏
の
教
導
職
が
廃
止
さ
れ
、

各
宗
管
長
に
全
宗
権
を
委
任
す
る
こ
と
が
通
達
さ
れ
る
と
、
真
言
宗
で
は
管
長
交
代
制
を
定
め
て
、
明
治
十
九
年
二
月
十
日
に
新
し

い
「
真
言
宗
宗
制
」
を
制
定
し
た
。
こ
の
宗
制
に
よ
り
、
総
黌
は
「
事
相
講
伝
所
」
と
改
称
し
て
野
沢
諸
流
の
本
山
が
こ
れ
を
主
宰

す
る
こ
と
と
な
り
事
実
上
廃
止
と
な
っ
た
。
ま
た
「
新
義
派
」
は
そ
の
公
称
が
許
さ
れ
、
根
来
寺
大
伝
法
院
を
別
格
本
山
と
し
て
智

豊
両
山
の
化
主
が
交
代
で
座
主
に
就
き
、
非
番
の
化
主
が
大
学
林
と
事
務
所
主
管
と
な
っ
た
。
よ
っ
て
大
学
林
も
「
新
義
」「
古
義
」

に
分
離
し
、
同
年
五
月
一
日
、「
古
義
大
学
林
」
は
高
野
山
に
、「
新
義
大
学
林
」
は
護
国
寺
に
開
校
さ
れ
た
。

　
「
古
義
大
学
林
制
規
」
に
よ
れ
ば
、
古
義
大
学
林
は
、
総
黌
が
「
正
業
」「
練
行
」「
兼
学
」
を
設
け
た
の
に
対
し
て
、「
練
行
」
の

代
わ
り
に
「
学
会
」
を
設
定
し
、
そ
こ
で
昇
口
・
内
談
義
・
最
勝
講
・
内
打
集
・
勧
学
会
を
履
修
さ
せ
古
義
の
特
徴
を
出
す
。
ま
た

練
行

受
戒
前
行

灌
頂
前
行

五
洛
叉

五
洛
叉

随
意

随
意

求
聞
持

求
聞
持

八
千
枚
焚
焼

千
日
満
行
観

法
等

兼
業

西
洋
部

儒
道
部

外
道
部

小
乗
部

因
明
八
轉
声

等
部

唯
識
部

三
論
部

天
台
部

華
厳
部

道
理
世

国
学

経
子
史

金
七
十
論

倶
舎
図
記

三
十
三
過

百
法
問
答

三
論
玄
義

四
教
集
註

起
信
論

自
由
理

神
皇
正
統
記

十
句
義
論

倶
舎
論

瑞
源
記

義
林
章

三
論
疏

十
不
二
門

五
教
章

六
國
史

成
実
論

七
九
鈔

唯
識
述
記

心
経
疏

三
大
部

探
玄
記
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「
正
業
」
と
「
学
会
」
を
専
修
さ
せ
、「
兼
学
」
は
一
部
か
数
部
の
試
験
を
義
務
付
け
、
全
九
級
を
七
年
で
終
了
さ
せ
る
こ
と
と
定
め

た
。

　

次
の
【
図
２
】
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
図
の
傍
線
部
は
「
総
黌
」
に
は
無
く
新
し
く
加
え
た
科
目
で
あ
る
。

階
次

初
級（
半
年
）
二
級（
半
年
）
三
級（
半
年
）
四
級（
半
年
）
五
級（
一
年
）
六
級（
一
年
）
七
級（
一
年
）
八
級（
一
年
）
九
級（
一
年
）

正
科

秘
鍵

菩
提
心
論

二
教
論

法
鑰

即
身
義

声
字
義

吽
字
義

住
心
品
疏

釈
摩
訶
衍
論

理
趣
経

悉
曇
字
記

曼
荼
羅
抄

学
会

昇
口

内
談
義

十
問
最
勝
講

内
打
集

勧
学
会
初
年
講
讃

勧
学
会
二
年
目
講
讃

兼
学

六
合
釈

天
台
四
教
儀

起
信
論

大
乗
義
章

華
厳
五
教
章

倶
舎
論

唯
識
論
述
記

法
華
文
句

華
厳
探
玄
記

金
七
十
論

異
部
宗
輪
論

述
記

勝
宗
十
句
義

論

百
法
問
答

因
明
入
正
理

論
科
注

唯
識
二
十
論

述
記

成
唯
識
論

法
華
玄
義

天
台
止
観

三
論
玄
義

阿
毘
達
磨
論

有
部
律
摂

義
林
章

南
山
行
事
鈔

等
級

権
律
師

律
師

権
小
僧
都

小
僧
都

権
中
僧
都

中
僧
都

【
図
２
】
古
義
大
学
林
学
科
表
（
明
治
十
九
年
二
月
（
（
（

）
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【
図
１
】
の
総
黌
の
科
目
と
比
較
す
る
と
、
総
黌
で
は
「
正
業
」
の
科
目
数
が
多
く
、
律
典
籍
の
授
業
も
多
い
。
し
か
し
、
古
義

大
学
林
で
は
「
正
科
」
の
科
目
が
簡
素
と
な
り
、
律
は
か
ろ
う
じ
て
「
有
部
律
摂
」
の
み
が
「
兼
学
」
の
な
か
に
位
置
付
け
ら
れ
て

い
る
。「
兼
学
」
に
は
、
総
黌
が
設
置
し
て
い
た
「
西
洋
部
」「
神
皇
正
統
記
」
な
ど
の
普
通
科
目
は
無
い
。
総
黌
で
は
、
あ
た
か
も

『
十
住
心
論
』
の
次
第
の
よ
う
に
、
初
級
か
ら
九
級
に
至
る
ま
で
、
西
洋
、
儒
学
・
国
学
、
外
道
、
小
乗
、
因
明
、
唯
識
、
三
論
、

天
台
、
華
厳
と
い
う
過
程
を
取
る
が
、
古
義
大
学
林
で
は
阿
毘
達
磨
や
法
華
の
経
論
読
解
が
強
化
さ
れ
、
特
に
唯
識
論
書
に
つ
い
て

の
科
目
が
多
い
。
人
気
講
師
に
佐
伯
旭
雅
が
い
た
こ
と
も
大
き
な
理
由
と
推
測
で
き
る
。
明
治
二
十
年
頃
の
記
録
で
は
、
佐
伯
旭
雅

の
『
倶
舎
論
』
講
演
に
は
聴
講
生
百
余
名
が
出
席
し
そ
の
う
ち
三
十
五
名
は
浄
土
、
真
宗
、
日
蓮
宗
、
法
相
宗
、
居
士
な
ど
の
外
部

の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。（『
明
教
新
誌
』
二
一
九
一
）

階
次

初
級

二
級

三
級

四
級

五
級

六
級

七
級

八
級

九
級

正
業

秘
鍵

声
字
義

字
記

即
身
義

浄
菩
提
心
私

記

吽
字
義

雑
問
答

菩
提
心
論

二
教
論

十
住
心
論

法
鑰

住
心
品
疏

釈
摩
訶
衍
論

理
趣
経

兼
業

六
合
釈

三
類
境

入
正
理
論

十
句
義

百
法
問
答
鈔

大
乗
義
章

異
部
宗
輪
論

金
七
十
論

三
論
玄
義

四
教
儀
集
註

三
十
頌
述
記

義
林
章

起
信
論
義
記

唯
識
二
十
論

述
記

華
厳
五
教
章

探
玄
記

法
華
文
句

法
華
玄
義

止
観

倶
舎

質
問

梵
網
経　

有
部
律
摂　

維
摩
経　

南
山
行
事
鈔　

諸
解
題

論
場
簸
鼓　

禅
要　

心
要　

密
宗
安
心
鈔

【
図
３
】
新
義
大
学
林
学
科
表
（
明
治
二
十
年
五
月
（
（
（

）
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こ
こ
で
新
義
大
学
林
の
科
目
【
図
３
】
と
比
較
し
て
み
よ
う（

（
（

。
新
義
派
の
学
科
表
に
は
、
総
黌
の
特
徴
で
あ
っ
た
「
練
行
」
の
項

と
「
正
業
」
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
律
に
関
す
る
科
目
は
無
く
、
古
義
の
特
徴
で
あ
る
「
学
会
」
も
無
く
、
代
わ
り
に
「
質
問
」

の
項
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
古
義
同
様
に
普
通
科
目
の
設
定
は
無
い
。
こ
の
う
ち
傍
線
部
は
新
義
大
学
林
が
付
加
し
た
も
の
で
あ
る

が
、「
正
業
」
で
は
た
だ
興
教
大
師
覚
鑁
作
の
『
浄
菩
提
心
私
記
』
を
加
え
た
だ
け
で
、そ
れ
以
外
に
新
義
派
ら
し
さ
は
見
ら
れ
な
い
。

古
義
に
比
べ
て
唯
識
の
科
目
数
が
少
な
い
が
下
級
か
ら
上
級
に
上
が
る
に
つ
れ
て
、
阿
毘
達
磨
か
ら
中
観
、
唯
識
、
華
厳
、
法
華
、

天
台
と
配
分
し
て
い
る
。「
質
問
」
の
項
の
『
密
宗
安
心
鈔
』
は
、
明
治
十
年
に
釈
良
基
に
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
、
古
典
の
み
な
ら

ず
「
安
心
」
と
い
う
当
時
特
に
注
目
さ
れ
て
い
た
新
し
い
領
域
を
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
含
め
て
い
る
点
が
わ
ず
か
に
特
徴
と
い
え
る
。

　

た
だ
、
こ
の
新
義
大
学
林
の
科
目
設
定
は
長
く
続
か
な
か
っ
た
。
最
初
に
問
題
に
な
っ
た
の
は
中
小
学
林
の
科
目
で
あ
っ
た
。
小

学
林
は
各
地
方
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
入
寺
後
に
入
林
し
、「
正
業
」「
兼
業
」
で
そ
れ
ぞ
れ
、
初
級
で
は
諸
経
・
陀
羅
尼
と
四
書
五

経
、
二
級
で
三
教
指
帰
と
国
史
略
、
三
級
で
十
巻
疏
と
十
八
史
略
を
学
び
、
真
言
宗
長
者
に
度
牒
を
請
う
。
そ
の
後
、
大
学
林
附
属

中
学
林
の
四
級
に
編
入
で
き
、「
正
業
」「
兼
業
」
で
そ
れ
ぞ
れ
、
四
級
で
三
教
指
帰
と
文
章
軌
範
、
五
級
で
西
谷
名
目
・
教
誡
律
儀

と
八
大
家
、
六
級
で
八
宗
綱
要
・
作
持
門
と
十
八
史
略
、
七
級
で
七
十
五
法
名
目
と
史
記
、
八
級
で
原
人
論
と
左
伝
、
九
級
で
真
言

名
目
と
論
語
・
孟
子
を
学
ぶ
。
こ
れ
を
修
了
し
大
学
林
初
級
を
卒
業
す
る
と
入
壇
灌
頂
が
許
可
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
科

目
は
時
代
に
適
応
し
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
、
英
語
・
歴
史
・
物
理
等
の
普
通
学
を
加
え
る
べ
き
と
の
多
数
意
見
か
ら
、
明

治
二
十
二
年
一
月
に
新
義
派
大
中
小
学
林
の
学
科
改
正
を
検
討
し
た
。

　

た
だ
し
当
時
は
、
小
学
校
義
務
化
や
新
し
い
地
方
自
治
制
に
よ
る
小
学
校
設
置
改
正
な
ど
、
一
般
の
教
育
制
度
が
大
き
く
変
化
し

て
お
り（

（（
（

、
結
果
的
に
中
小
学
林
の
科
目
は
変
更
せ
ず
継
続
さ
れ
た
。

　

む
し
ろ
大
き
く
改
正
し
た
の
は
大
学
林
で
あ
る
。
改
正
後
の
科
目
表
は
後
述
の
【
図
４
】
の
通
り
で
あ
る
（
二
重
線
を
除
く
）。
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古
義
と
同
様
に
九
級
を
七
年
に
配
分
し
、「
正
業
」
に
は
教
義
の
み
な
ら
ず
、
諸
流
相
承
、
悉
曇
、
声
明
の
科
目
を
加
え
た
。
こ
こ

に
は
新
義
派
の
典
籍
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
明
治
二
十
二
年
七
月
二
十
五
日
の
『
密
厳
教
報
』
に
は
、
大
学
林
生
四
十

名
、
小
中
学
林
生
百
二
十
名
で
、
講
義
担
任
は
、
上
野
相
憲
（
因
明
入
正
理
論
）、
好
山
隆
俊
（
倶
舎
論
）、
加
藤
春
晴
（
真
言
浄
菩

提
心
私
記
・
原
人
論
）、
小
柴
豊
嶽
（
七
十
五
法
）、
飯
島
蓬
真
（
教
誡
律
儀
）
な
ど
と
あ
り
、
学
科
表
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
科
目

（
真
言
浄
菩
提
心
私
記
等
）
も
あ
る
た
め
、
科
目
の
移
動
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
兼
業
」
は
明
治
十
九
年
の
科
目
に
比
べ
て
極
め

て
充
実
し
、そ
の
分
類
も
合
理
的
に
配
当
さ
れ
て
い
る
。
科
目
の
系
統
を
華
厳
（
仏
花
）、法
華
（
法
華
）、中
観
（
法
性
）、唯
識
（
性

相
）、
違
順
（
阿
毘
達
磨
）
に
分
け
、
級
に
応
じ
て
論
書
の
難
易
度
が
異
な
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
普
通
学
の
科
目
は

全
く
設
定
さ
れ
て
い
な
い
。

四
、
普
通
学
導
入
に
関
す
る
議
論

　

真
言
宗
は
ま
だ
こ
の
よ
う
な
段
階
に
す
ぎ
ず
、
明
治
初
期
か
ら
外
学
（
普
通
学
）
を
取
り
入
れ
た
き
た
浄
土
真
宗
や
浄
土
宗
か
ら

見
れ
ば
に
わ
か
に
信
じ
が
た
い
状
況
で
あ
ろ
う
。「
普
通
学
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
一
般
教
養
で
あ
る
。
明
治
二
年
か
ら
兵
学
校
で
は

専
門
以
外
に
歴
史
や
地
理
や
数
学
等
の
分
野
が
設
け
ら
れ
お
り
、
西
周
が
そ
の
領
域
をcom

m
on science

と
称
し
て
「
普
通
学
」

の
訳
語
を
当
て
て
お
り
、
一
般
に
知
ら
れ
た
用
語
と
な
っ
て
い
た（

（（
（

。

　

真
宗
大
谷
派
で
は
、
明
治
六
年
に
欧
米
視
察
よ
り
帰
国
し
た
ば
か
り
の
大
谷
光
瑩
が
寺
務
所
総
務
に
就
い
て
学
寮
改
革
を
行
い
、

そ
れ
を
「
貫
練
場
」
と
改
称
し
て
寮
規
定
を
設
け
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
明
治
初
年
に
学
寮
の
別
置
さ
れ
て
い
た
だ
け
の
「
外
学
」
が

正
式
に
科
目
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
。
こ
こ
で
は
「
専
門
課
」
と
「
普
通
課
」
が
設
け
ら
れ
、「
普
通
課
」
は
さ
ら
に
「
上
等
課
」

と
「
下
等
課
」
に
区
分
さ
れ
、「
上
等
課
」
に
は
宗
乗
・
余
乗
・
因
明
・
史
学
・
余
教
・
政
法
学
・
詩
文
・
算
法
・
罫
画
・
雑
科
・
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古
言
学
・
梵
語
学
が
設
置
さ
れ
、「
専
門
課
」
に
は
真
言
・
天
台
・
華
厳
・
法
相
・
三
論
・
律
・
倶
舎
を
置
い
て
自
由
選
択
と
し
、

外
学
と
し
て
地
理
・
史
学
・
算
法
・
作
文
・
博
物
・
物
理
を
設
置
し
て
い
る
。（『
大
谷
大
学
百
年
史
』
六
十
九
～
一
〇
三
頁
）

　

真
宗
本
願
寺
派
も
明
治
八
年
に
欧
米
視
察
か
ら
帰
っ
た
赤
松
連
城
に
学
林
改
革
を
委
任
し
た
。
本
願
寺
派
は
明
治
初
年
か
ら
護
法

と
排
仏
論
へ
の
対
抗
と
い
う
目
的
か
ら
学
林
に
外
学
の
科
目
を
設
置
し
て
き
た
が
、
そ
れ
を
欧
米
的
な
教
育
体
制
に
改
良
し
、
宗
乗
・

余
乗
の
ほ
か
に
地
理
・
物
理
な
ど
の
普
通
科
目
を
設
置
し
た
。
翌
九
年
に
は
大
中
小
教
校
を
組
織
し
、
大
教
校
に
は
も
っ
ぱ
ら
内
典

を
講
習
す
る
「
上
等
」
と
、「
下
等
」
に
は
内
典
を
主
に
学
ぶ
「
内
典
専
学
科
」
と
、
内
外
を
兼
学
す
る
「
内
外
兼
学
科
」
を
設
け
、

兼
学
の
場
合
に
は
史
学
・
心
理
学
・
物
理
学
・
数
学
・
詩
文
を
課
し
て
い
る
。（『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
』
三
八
七
～
四
五
三
頁
）

　

浄
土
宗
に
お
い
て
も
、
増
上
寺
で
は
明
治
元
年
に
壇
林
を
廃
止
し
て
「
興
学
所
」
を
設
け
、
明
治
三
年
に
は
そ
れ
を
「
勧
学
所
」

と
改
め
専
門
学
を
学
ば
せ
、
別
に
「
貫
綜
学
院
」
を
設
置
し
て
外
教
や
一
般
の
学
問
を
学
ば
せ
た
。
明
治
六
年
に
は
後
身
の
「
勧
学

講
院
」
と
「
貫
綜
講
院
」
を
合
併
し
て
い
る
。
一
方
知
恩
院
に
お
い
て
も
明
治
四
年
に
は
「
勧
学
所
」
が
開
設
さ
れ
、
明
治
八
年
の

科
目
表
に
よ
る
と
後
身
の
「
勧
学
場
」
で
は
第
一
課
か
ら
第
四
課
が
設
け
ら
れ
、
第
一
課
か
ら
第
三
課
に
は
「
普
通
学
」
が
専
門
学

や
兼
学
と
並
ん
で
設
置
さ
れ
て
、
古
語
拾
遺
や
記
紀
な
ど
の
皇
史
、
四
書
五
経
な
ど
の
漢
籍
、
地
理
や
地
球
説
略
な
ど
の
洋
学
書
の

素
読
や
暗
唱
な
ど
が
課
せ
ら
れ
た
。
明
治
九
年
に
は
増
上
寺
・
知
恩
院
を
宗
学
校
東
校
・
西
校
に
改
称
し
、
明
治
十
二
年
の
東
校
開

業
式
で
は
福
田
行
誡
が
「
祝
諭
の
文
」
に
「
教
学
に
二
種
あ
り
、
一
に
曰
く
内
教
、
二
に
曰
く
外
教
」
と
述
べ
、
普
通
学
の
重
要
性

を
示
し
て
い
る
。（『
大
正
大
学
五
十
年
略
史
』
八
～
三
十
四
頁
）

　

し
か
し
な
が
ら
、
真
言
宗
で
普
通
学
導
入
の
議
論
が
高
ま
っ
た
の
は
明
治
二
十
五
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

　

新
義
派
で
は
『
密
厳
教
報
』
七
十
二
号
（
明
治
二
十
五
年
九
月
）
の
論
説
「
大
学
林
に
卒
業
論
文
の
一
科
を
加
え
よ
」
が
掲
載
さ

れ
る（

（（
（

。
真
言
宗
大
学
林
か
ら
は
、
華
厳
、
天
台
、
性
相
学
は
お
ろ
か
宗
乗
の
分
野
か
ら
も
学
者
が
出
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
、
そ
の
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理
由
を
卒
業
論
文
が
無
い
た
め
と
述
べ
る
。
帝
国
大
学
を
は
じ
め
高
等
な
る
学
校
で
は
従
来
の
試
験
に
加
え
卒
業
論
文
を
課
す
。
ま

た
英
国
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
自
由
な
学
風
を
例
に
挙
げ
、「
東
洋
在
来
の
教
育
法
は
皆
悉
く
注
入
的
な
ら
ざ
る
な
し
と
思
う
。
既
に

こ
れ
注
入
的
な
り
其
学
力
優
等
と
称
せ
ら
る
る
も
の
も
只
前
人
の
糟
粕
を
嘗
め
て
巧
み
に
こ
れ
を
祖
述
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
…
卒

業
論
文
の
一
科
我
両
大
学
に
加
へ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
然
も
其
主
旨
は
成
る
べ
く
独
創
の
見
を
持
し
て
経
文
の
微
旨
を
発
揮
す
る
を
以

て
優
等
と
な
せ
」
と
論
じ
て
い
る
。

　

ま
た
七
十
三
号
（
明
治
二
十
五
年
十
月
）
に
は
論
説
「
改
正
私
議
」
が
掲
載
さ
れ
る（

（（
（

。
著
者
は
す
で
に
七
十
一
号
に
て
宗
制
改
正

の
必
要
を
主
張
し
、
当
号
に
て
「
興
学
上
の
改
正
」
を
挙
げ
て
大
中
小
学
林
の
学
制
改
正
案
を
記
す
。
そ
の
う
ち
大
学
林
の
科
目
に

つ
い
て
「
今
日
の
学
課
は
仏
書
研
究
の
一
門
に
限
り
、
其
他
の
智
才
学
術
は
殆
ど
敢
て
問
わ
ざ
る
の
観
あ
れ
ば
な
り
、
勿
論
仏
教
の

大
学
な
れ
ば
仏
書
の
講
究
に
重
き
を
置
く
を
当
然
の
事
な
り
と
雖
も
、
普
通
よ
り
し
て
専
門
に
進
み
、
簡
よ
り
し
て
密
に
進
む
は
事

物
進
化
の
法
則
な
り
」
と
し
て
、
漢
学
、
国
語
、
洋
楽
、
哲
学
宗
教
学
を
科
目
に
加
え
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
漢
学
を
学
ぶ
の
は
、

そ
れ
が
日
本
文
学
全
体
の
基
礎
で
あ
り
、
か
つ
漢
訳
仏
典
の
学
究
に
必
要
で
あ
り
、
東
洋
の
文
学
哲
学
の
源
で
あ
る
か
ら
と
す
る
。

洋
楽
は
英
学
の
こ
と
で
主
に
ミ
ル
や
ス
ペ
ン
サ
ー
の
著
作
を
指
し
、
哲
学
宗
教
学
に
は
倫
理
学
、
心
理
学
、
比
較
宗
教
学
、
社
会
学

を
挙
げ
、
新
し
い
智
才
を
育
成
す
る
た
め
の
必
要
性
を
強
調
す
る
。

　

続
く
七
十
四
号
（
明
治
二
十
五
年
十
月
）
に
は（

（（
（

、
本
派
大
中
学
林
有
志
よ
り
「
本
宗
宗
会
建
議
案
」
が
投
稿
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は

学
林
有
志
た
ち
が
集
会
で
議
論
し
た
学
科
改
良
の
内
容
を
提
示
す
る
。
第
一
に
哲
学
を
「
世
間
最
高
の
学
に
し
て
万
有
の
実
理
を
探

究
す
る
」
も
の
と
し
て
加
え
る
。
第
二
に
演
説
法
話
を
加
え
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
「
起
る
教
を
布
き
報
を
拡
む
る
に
二
途
あ
り
…

従
来
の
学
科
上
に
は
筆
を
以
て
す
る
の
作
文
科
の
み
あ
り
て
未
だ
舌
を
以
て
す
る
の
演
説
法
話
の
科
な
し
」
と
述
べ
る
。
第
三
は
卒

業
論
文
を
加
え
る
と
い
う
。【
図
４
】
は
、
明
治
二
十
二
年
一
月
改
正
の
学
科
表
で
あ
る
が
、
比
較
の
た
め
こ
の
改
正
案
を
付
け
た
。
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同
投
稿
で
は
中
小
学
林
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
お
り
、「
中
学
科
編
成
大
要
」
で
は
、
年
限
を
四
年
と
し
、
世
間
の
師
範
校
も

し
く
は
尋
常
中
学
の
科
目
に
順
ず
る
学
科
を
履
行
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
年
限
を
削
減
し
二
・
三
年
と
主
張
し
た
り
、
普
通
科
の

兼
業
を
三
～
五
科
に
減
ら
す
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
愚
僧
を
増
や
す
だ
け
だ
と
喝
破
す
る
。
ま
た
中
学
林
に
お
い
て
も
科
目
に
演
説

法
話
の
実
地
練
習
の
科
目
を
入
れ
、
在
家
布
教
を
強
化
さ
せ
る
と
い
う
。

年
限

一
年
生

一
年
前
期

一
年
生

一
年
後
期

二
年
生

二
年
前
期

二
年
生

二
年
後
期

三
年
生

三
年
前
期

四
年
生

三
年
後
期

五
年
生

四
年
前
期

六
年
生

四
年
後
期

七
年
生

五
年
前
期

階
次

初
級

二
級

三
級

四
級

五
級

六
級

七
級

八
級

九
級

正
業

真
言

諸
流
相
承

悉
曇
伝
授

声
明
相
伝

此
れ
は
試
験
の
点
に
関
せ
ざ
れ
ど
も
第
九
級
卒
業
迄
に
は
縁
を
要
し
て
全
く
成
就
す
べ
き
も
の
と
す

此
部
は
試
験
の
件
数
に
関
係
す
る
に
非
ざ
る
も
全
科
卒
業
ま
で
に
は
縁
を
要
し
て
履
修
す
べ
き
も
の
と
す

菩
提
心
論

秘
鍵

吽
字
義

即
身
義

声
字
義

二
教
論

法
鑰

五
解
題

起
信
専
釈
抄

住
心
品
疏

十
住
心
論

釈
摩
訶
衍
論

奥
疏

兼
業

仏
花

妄
盡
還
源
観

金
師
子
章

花
厳
法
界

観
門

五
十
要
問
答

五
乗
止
観

一
乗
十
六
玄
門

孔
目
捜

章
玄
記

冠
注
五
教
章

清
涼
玄
談

花
厳
探
玄
記

法
花

西
谷
名
目

顕
戒
論

四
教
儀
集
注

観
音
玄
義

大
部

四
教
儀

十
不
二
門

指
要
抄

十
義
章

法
華
玄
義

法
華
文
句

摩
訶
止
観

【
図
４
】
新
義
大
学
林
学
科
表
（
明
治
二
十
二
年
一
月
（
（（
（

）

　
　
　

 

※
「
有
志
改
正
案
（
明
治
二
十
五
年
十
月
）」
に
よ
る
改
正
箇
所
（
傍
線
）・
付
加
箇
所
（
二
重
線
）
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明
治
二
十
六
年
に
な
る
と
普
通
学
を
望
む
声
は
さ
ら
に
増
加
す
る
。『
密
厳
教
報
』
八
十
二
号
（
明
治
二
十
六
年
二
月
）
か
ら
連

載
さ
れ
た
直
得
子
に
よ
る
論
説
「
新
義
派
学
林
論
」
第
一
章
で
は（

（（
（

、
学
林
は
学
者
養
成
を
目
的
と
せ
ず
人
物
を
産
出
せ
よ
と
強
調
す

る
。
続
く
八
十
三
号
第
二
章
で
は（

（（
（

、
他
宗
の
大
学
林
同
様
に
大
中
学
林
の
学
科
に
普
通
・
専
門
の
二
科
を
設
置
せ
よ
と
力
説
す
る
。

今
の
僧
侶
は
か
つ
て
と
相
違
し
、
思
想
が
斬
新
で
、
識
見
も
高
尚
で
、
度
量
も
大
き
く
、
時
勢
を
見
る
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
普

通
学
」
を
科
目
に
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
中
学
林
に
お
け
る
普
通
学
は
、
学
問
の
基
礎
で
あ
る
「
理
学
」
を
、
大
学

法
性

三
論
宗
要

心
経
法
蔵
疏

法
界
無
差
別

論
書

三
論
玄
義

起
信
論
義
記

大
乗
玄
論

十
二
門
論
疏

百
論
疏

中
観
論
疏

法
相

略
摂
八
転

因
明
纂
解

六
合
尺

入
正
論

三
類
境
選
要

略
述
法
相
義

二
十
論
述
記

因
明
大
疏

法
苑
義
林
章

三
十
論
述
記

瑜
伽
師
地
論

違
順
勝
宗
十
句
義
論

金
七
十
論

法
宗
原

入
阿
毘
達
磨
論

宗
輪
論
述
記

倶
舎
頌
疏

倶
舎
論

順
正
理
論

成
実
論

哲
学

日
本
哲
学

哲
学
論

同
上

支
那
哲
学

哲
学
史

同
上

倫
理
学

社
会
学

心
理
学

倫
理
学

心
理
学

教
育
学

比
較
宗
教
学

作
文

漢
文

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

弁
舌

演
説
法
話

実
地
練
習

質
問

諸
秘
釈

遺
教
録

梵
網
経

論
瑒
籏
鼓

禅
要

心
要

密
宗
安
心
鈔
等
（
※
二
十
二
年
時
は
級
数
の
配
分
は
な
い
）

論
文

卒
業
論
文
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林
に
お
い
て
は
「
理
学
」
の
能
力
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
「
哲
学
」
を
加
え
よ
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
八
十
四
号
第
三
章
で
は（

（（
（

、
教

授
法
を
開
発
せ
よ
と
論
ず
る
。「
無
暗
に
書
籍
上
の
文
字
を
其
脳
中
に
注
入
せ
ん
と
す
る
」
注
入
的
方
法
を
止
め
、
固
有
の
才
能
を

発
揮
さ
せ
る
開
発
的
方
法
、
学
生
の
心
に
と
ど
き
愉
快
に
知
力
を
発
達
で
き
る
精
神
的
方
法
を
取
る
べ
き
と
記
す
。

　

古
義
に
お
い
て
も
同
様
に
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
雑
誌
で
は
普
通
学
を
求
め
る
声
が
活
発
化
す
る
。『
伝
灯
』
四
十
号
（
明
治
二
十
六

年
二
月
）
石
原
快
讃
の
寄
書
「
師
範
に
向
て
普
通
学
修
習
の
許
可
を
請
う
書
」
で
は
、
宗
門
子
弟
に
普
通
学
を
学
ば
せ
よ
と
主
張
す

る（
（（
（

。
そ
の
理
由
と
し
て
、
近
年
外
国
で
は
仏
教
に
興
味
を
持
つ
者
が
多
い
と
聴
く
が
彼
ら
の
言
語
や
事
情
を
知
ら
な
い
、
内
地
に
お

い
て
も
普
通
の
学
識
が
無
く
在
家
者
を
化
導
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。
ま
た
「
宗
教
学
校
の
卒
業
生
と
称
す
る
も
の
を
見
る

に
普
通
学
的
の
思
想
と
て
は
更
に
無
く
見
台
に
向
ひ
末
抄
を
睨
む
の
外
復
為
す
所
を
知
ら
ざ
る
…
演
説
を
為
さ
し
む
れ
ば
徒
ら
に
難

解
の
言
句
を
拈
り
て
難
入
の
深
義
を
述
ぶ
る
の
み
世
人
に
益
す
る
こ
と
な
し
。
数
十
の
雑
誌
あ
れ
ど
も
一
篇
の
文
章
す
ら
登
載
す
る

に
苦
辛
す
る
程
…
」
と
し
、
ま
た
あ
る
卒
業
生
と
普
通
中
学
校
の
生
徒
の
談
話
で
中
学
生
が
物
理
学
に
よ
っ
て
仏
教
の
須
弥
山
説
を

論
ず
る
も
卒
業
生
は
一
言
も
こ
れ
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
い
、
仏
典
の
専
門
教
育
に
お
け
る
弊
害
を
述
べ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
な
か
で
、
地
方
の
中
学
林
は
独
自
に
科
目
を
改
変
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
岡
山
県
連
合
中
学
林
学
科
で
は
予
備
科
と
正

科
を
分
け
、
予
備
科
に
専
門
、
漢
籍
、
数
学
、
作
文
、
習
字
を
、
正
科
に
専
門
、
漢
籍
、
歴
史
、
地
理
、
哲
学
、
理
科
、
作
文
、
数

学
、
外
国
語
、
外
教
を
設
け
て
い
る
（『
伝
灯
』
四
十
二
号
、
明
治
二
十
六
年
三
月
十
三
日
）。
讃
岐
中
学
林
で
も
、
予
備
科
に
仏
学
、

国
学
、
漢
学
、
習
字
を
、
正
科
に
仏
学
、
国
学
、
漢
学
、
哲
学
、
地
理
歴
史
、
算
術
、
作
文
を
設
置
し
た
。（『
伝
灯
』
四
十
四
号
、

明
治
二
十
六
年
四
月
十
三
日
）

　

さ
て
、
詳
細
は
控
え
る
が
、
明
治
二
十
三
年
に
「
教
育
勅
語
」
が
制
定
さ
れ
、
真
言
宗
で
は
釈
雲
照
が
『
教
育
勅
語
義
解
』『
教

育
勅
語
の
淵
源
』『
国
民
教
育
之
方
針
』
等
の
著
作
を
出
版
し（

（（
（

、「
教
育
勅
語
」
と
仏
教
の
四
恩
八
正
道
の
一
致
を
説
い
て
そ
れ
に
適
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う
道
徳
教
育
を
主
張
し
た
こ
と
は
既
に
別
稿
で
論
じ
た（

（（
（

。
し
か
し
宗
報
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
議
論
に
上
が
っ
て
い
な

い
。
釈
雲
照
の
影
響
下
に
創
設
さ
れ
た
「
総
黌
」
が
廃
止
さ
れ
て
か
ら
は
戒
律
の
科
目
は
削
減
さ
れ
、
道
徳
や
倫
理
は
西
洋
学
の
科

目
と
な
っ
て
お
り
、「
教
育
勅
語
」
の
内
容
や
道
徳
教
育
に
十
分
配
慮
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

伝
灯
・
沢
柳
論
争
と
新
義
派

　

普
通
学
導
入
の
流
れ
が
加
速
す
る
な
か
、
そ
の
必
要
性
に
異
を
唱
え
た
の
は
、
釈
雲
照
や
清
沢
満
之
と
親
交
が
あ
り
大
正
大
学
初

代
校
長
と
も
な
っ
た
教
育
学
者
・
沢
柳
政
太
郎
で
あ
る
。
彼
は
、
す
で
に
先
学
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に（

（（
（

、
僧
侶
は
精
神
的
先
達
と
な

り
、
仏
教
精
神
と
堅
固
な
道
心
の
保
持
者
、
実
践
者
に
な
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
自
説
を
持
っ
て
い
た
。

　

明
治
二
十
六
年
五
月
、
彼
は
高
野
山
大
学
林
に
て
「
普
通
学
の
必
要
如
何
」
と
い
う
講
演
を
行
い
、『
密
厳
教
報
』『
伝
灯
』
で
盛

ん
に
普
通
学
の
必
要
性
を
論
ず
る
が
、
こ
れ
は
果
た
し
て
妥
当
な
の
か
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。『
同
学
』
掲
載
の
講
演
抄
録
に
よ

る
と（

（（
（

、
そ
の
要
旨
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
十
七
歳
以
下
の
も
の
（
小
学
校
学
齢
は
六
歳
～
十
四
歳
、
中
学
校
は
五
年
間
で
十
二
歳

か
ら
十
七
歳
ま
で
）
は
一
般
に
将
来
の
志
望
が
定
ま
ら
ず
、
自
分
の
長
所
を
知
ら
な
い
た
め
、
普
通
学
を
教
育
し
て
そ
の
も
の
の
才

能
を
発
育
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
後
、
専
門
学
校
や
大
学
で
専
門
学
を
学
ぶ
が
普
通
学
と
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の

科
目
の
い
ず
れ
か
を
深
く
学
び
研
究
す
る
。
そ
の
た
め
、
普
通
学
を
修
め
な
け
れ
ば
専
門
学
に
入
れ
ず
、
専
門
学
で
も
そ
れ
を
研
究

す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
僧
侶
は
そ
の
年
齢
ま
で
に
自
分
の
志
望
を
固
め
て
宗
門
学
校
に
入
る
た
め
、
普
通
学
修
学
の
必
要
性

は
な
い
。
も
し
自
ら
が
僧
侶
に
相
応
し
い
か
ど
う
か
、
還
俗
し
た
方
が
良
い
か
を
見
極
め
る
た
め
に
普
通
学
が
必
要
だ
と
い
う
な
ら

妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
必
要
論
者
の
意
見
で
は
、
布
教
上
の
理
由
が
多
い
。
衆
生
済
度
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
哲
学
を
学

ぶ
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
道
徳
を
身
に
つ
け
社
会
の
模
範
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
一
般
の
も
の
が
僧
侶
に
仏
教
の
道
理
を
尋
ね
る
の
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は
知
識
の
た
め
で
は
な
く
信
仰
の
た
め
で
あ
る
。
僧
侶
が
世
間
の
事
情
に
通
じ
て
し
ま
え
ば
、
む
し
ろ
社
会
は
不
徳
に
陥
り
仏
種
も

滅
す
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
講
演
に
対
し
て
、『
伝
灯
』
の
記
者
は
四
十
七
号
（
明
治
二
十
六
年
六
月
）
に
反
論
を
掲
載
す
る（

（（
（

。
①
陸
海
軍
生
や
医
学
生
も
、

将
来
の
道
が
定
ま
っ
て
い
る
の
に
算
術
・
歴
史
等
の
普
通
学
を
学
び
、
そ
れ
が
無
け
れ
ば
種
々
の
差
支
え
が
生
ず
る
。
仏
教
家
も
同

様
に
一
通
り
の
世
学
を
学
ば
ね
ば
そ
の
専
門
家
と
し
て
相
応
し
く
な
い
。
②
『
大
日
経
』「
具
縁
品
」
に
お
け
る
阿
闍
梨
の
徳
相
十

六
種
の
な
か
に
「
兼
総
衆
芸（

（（
（

」
と
あ
り
善
無
畏
が
そ
れ
を
声
論
・
算
数
・
方
薬
等
の
世
間
伎
芸
と
釈
し
て
い
る
。
真
言
僧
に
は
こ
の

よ
う
な
世
間
の
学
問
が
必
要
で
あ
る（

（（
（

。
③
『
梵
網
経
』
に
「
若
佛
子
、
佛
經
律
、
大
乘
正
法
、
正
見
、
正
性
、
正
法
身
有
ら
ん
に
而

も
勤
學
し
修
習
す
る
こ
と
能
は
ず
。
而
も
七
寶
を
捨
て
、
反
っ
て
邪
見
の
二
乘
外
道
俗
典
阿
毘
曇
雜
論
書
記
を
學
ぶ
は
、
是
れ
佛
性

を
斷
じ
道
を
障
ふ
る
の
因
縁
な
り
」
と
あ
り
、
諸
学
の
学
習
を
す
る
こ
と
自
体
で
は
法
を
捨
て
る
こ
と
に
な
ら
な
い（

（（
（

。
④
古
の
大
徳

は
一
日
の
三
分
の
一
を
世
間
学
の
勉
強
時
間
に
定
め
よ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
広
い
教
育
を
望
ま
ね
ば
、
弟
子
は
茶
や

花
や
囲
碁
や
徘
徊
に
と
遊
惰
に
流
れ
る
の
だ
か
ら
、
沢
柳
氏
は
短
見
者
と
失
礼
に
も
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
締
め
く
く
る
。

　

七
月
に
は
沢
柳
が
反
論
す
る（

（（
（

。
①
僧
侶
に
と
っ
て
普
通
学
が
有
用
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
有
用
と
必
要
と
は
異
な
る
。

弘
法
大
師
は
文
書
絵
画
に
通
暁
し
て
い
た
が
そ
れ
が
今
日
の
普
通
学
の
必
要
性
の
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
②
自
分
は
経
論
で
は
な
く

教
育
学
上
よ
り
立
論
し
て
い
る
。
そ
れ
を
経
論
を
も
っ
て
反
駁
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
③
陸
海
軍
生
や
医
学
生
と
同
様
だ
と
い
う

が
、
彼
ら
は
資
格
を
有
す
る
た
め
に
普
通
学
を
必
要
と
し
て
お
り
、
僧
侶
に
同
じ
理
由
は
該
当
し
な
い
。
④
『
大
日
経
』
の
「
兼
総

衆
芸
」
に
関
す
る
善
無
畏
の
解
釈
は
「
妙
に
世
間
伎
芸
に
善
く
す
」
と
あ
る
の
み
で
世
間
一
般
の
学
を
一
通
り
学
ぶ
こ
と
を
示
す
わ

け
で
は
な
い
。
⑤
『
梵
網
経
』
の
文
言
解
釈
に
い
た
っ
て
は
通
常
の
解
釈
を
超
え
て
い
る
。
七
宝
を
捨
て
て
外
道
俗
典
の
学
習
を
す

る
は
障
り
の
因
縁
で
あ
り
軽
垢
罪
に
な
る
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
⑥
古
説
と
は
『
梵
網
経
』
の
古
迹
記
に
『
瑜
伽
師
地
論
』
を
引
用
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し
て
い
る
箇
所
だ
が（

（（
（

、
そ
こ
に
は
一
日
の
三
分
の
一
を
世
間
の
学
問
に
あ
て
て
も
違
犯
無
し
と
あ
り
、
こ
れ
を
「
必
要
」
と
読
む
の

は
誤
り
で
あ
る
。

　

こ
の
批
判
を
受
け
て
、『
伝
灯
』
記
者
は
さ
ら
に
反
論
す
る（

（（
（

。
①
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
強
調
す
る
。
一
般
に
普
通
学
と
さ
れ

る
科
目
―
地
理
、
歴
史
、
理
学
、
化
学
、
心
理
、
論
理
等
―
は
三
蔵
の
七
十
五
法
、
百
法
問
答
、
教
誡
律
儀
等
に
含
ま
れ
伴
う
も
の

で
あ
り
、「
宗
学
」
の
一
部
と
も
言
え
る
。
従
来
の
高
僧
に
と
っ
て
未
学
で
あ
っ
た
科
目
で
あ
る
が
今
日
の
僧
侶
に
と
っ
て
は
智
を

円
満
す
る
方
便
で
あ
る
。
山
間
に
在
し
て
、
阿
練
若
に
住
む
特
殊
な
仏
徒
に
普
通
学
を
強
い
る
の
で
は
な
く
、
幼
児
の
頃
か
ら
出
家

得
度
の
道
に
進
む
も
の
を
教
育
す
る
秩
序
と
し
て
必
要
と
言
う
こ
と
が
そ
れ
ほ
ど
支
障
が
あ
ろ
う
か
。
②
～
⑥
に
関
す
る
解
釈
に
つ

い
て
は
弁
明
し
、
改
め
て
僧
侶
を
現
に
活
き
し
道
徳
の
規
範
者
・
活
き
し
釈
尊
の
弟
子
と
し
て
教
育
す
る
た
め
に
普
通
学
は
必
要
で

あ
る
と
述
べ
る
。

　

こ
う
し
た
論
争
の
後
も
『
伝
灯
』
に
は
、
普
通
学
へ
の
賛
成
、
あ
る
い
は
慎
重
の
意
見
が
交
わ
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。

　

新
義
派
で
も
『
密
厳
教
報
』
に
こ
の
論
争
を
取
り
上
げ（

（（
（

、
概
要
と
自
説
を
記
し
て
い
る
。
当
誌
記
者
は
大
学
生
以
前
の
未
試
補
の

も
の
に
と
っ
て
普
通
学
は
必
要
と
い
う
立
場
を
取
る
。
入
寺
得
度
以
前
に
世
間
学
を
修
め
そ
れ
か
ら
発
心
を
す
る
の
が
理
想
で
あ
る

が
、
我
宗
の
現
状
は
そ
う
で
は
な
い
。
た
だ
、
世
間
の
風
潮
に
同
じ
て
学
道
の
大
本
を
誤
る
と
い
っ
た
顛
倒
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い

と
述
べ
て
い
る
。

五
、
明
治
二
十
六
年
九
月
以
降
の
新
義
派
大
学
林

　

こ
う
し
た
な
か
で
新
義
派
は
、
明
治
二
十
六
年
十
月
一
日
よ
り
評
議
員
会
を
開
催
し
、「
学
制
改
革
案
」
を
決
議
し
た（

（（
（

。
ま
ず
中

学
林
の
学
科
の
程
度
を
低
く
し
て
三
年
か
ら
二
年
と
す
る
。
中
学
林
を
二
年
に
改
め
る
代
わ
り
に
大
学
林
ま
で
の
三
年
間
に
「
大
学
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林
附
属
予
備
校
」
を
置
き
、
大
学
林
を
七
年
か
ら
五
年
に
改
め
た
。『
智
積
院
史
』『
大
正
大
学
五
十
年
略
史
』
に
よ
れ
ば
こ
の
改
革

の
目
的
は
、
一
般
子
弟
の
修
学
を
容
易
に
さ
せ
る
こ
と
、
各
地
方
が
容
易
に
中
学
林
を
設
置
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
中
学
林
卒

業
後
の
大
学
進
級
は
困
難
で
あ
る
が
、
予
備
校
に
よ
り
大
学
入
学
に
必
要
な
科
目
を
修
得
で
き
る
と
す
る
。
た
だ
最
も
重
視
さ
れ
た

点
は
教
育
面
よ
り
も
む
し
ろ
経
済
面
で
あ
り
、
予
備
校
を
大
学
林
に
附
属
さ
せ
る
こ
と
で
設
備
事
務
の
費
用
を
節
減
す
る
こ
と
で
あ

っ
た（

（（
（

。
そ
し
て
同
年
十
二
月
一
日
、前
学
制
を
大
幅
改
正
し
た
「
真
言
宗
新
義
派
学
制
」
を
発
布
し
た
。
予
備
校
の
科
目
は
次
の
【
図

５
】
の
通
り
で
あ
る
。

【
図
５
】
新
義
派
中
学
林
・
大
学
林
予
備
校
学
科
表
（
明
治
二
十
六
年
十
二
月
）

中
学
林
一
年

中
学
林
二
年

大
学
林
予
備
校
一
年

大
学
林
予
備
校
二
年

大
学
林
予
備
校
三
年

仏
具

釈
典

密
宗
安
心
教
示
章

教
戒
律
儀　

遺
教
経

諸
宗
水
波
同
異
章

真
言
名
目　

原
人
論

八
宗
綱
要

秘
鍵　

菩
提
心
論

六
合
釈　

金
七
十
論

吽
字
義　

観
心
覚
夢
抄

宗
輪
論
述
記　

十
句
義

悉
曇
字
記
捷
覧　

因
明

入
正
理
論

入
（
阿
毘
達
磨
）
論
顕

宗
記　

略
摂
八
転

国
語
及

漢
文

国
文
中
学
読
本
一
・
二

小
学
句
読　

蒙
求

国
分
中
学
読
本
三
・
四

文
章
軌
範　

孟
子

日
本
文
典　

論
語

徒
然
草　

土
佐
日
記

史
記　

列
伝　

八
家
文

枕
草
子　

荘
子

英
学

ス
ペ
ル
リ
ン
グ　

ナ
シ
ョ
ナ
ル
リ
ー
ダ
ー

一　文
部
省
読
本
一　

ス
ペ
ン
セ
リ
ア
ン
習
字

帖

ナ
シ
ョ
ナ
ル
リ
ー
ダ
ー

二文
部
省
会
話
読
本
二

ナ
シ
ョ
ナ
ル
読
最
三
・

四読
部
会
話
読
本
三
・
四

文
法　

口
授

ユ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
四

イ
ソ
ッ
プ
物
語

文
部
省
会
話
読
本
四

須
因
頓
大
文
典

マ
コ
レ
ー
論
文　

チ
ャ
ー
レ
ス

ラ
ン
英
国
七
大
家
詩
文　

須
因
頓
大
文
典
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こ
れ
を
見
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
真
言
宗
の
基
礎
で
あ
る
『
般
若
心
経
秘
鍵
』『
菩
提
心
論
』『
吽
字
義
』
と
い
っ
た
、
旧
制
度
で

は
大
学
林
の
初
級
・
二
級
に
配
さ
れ
て
い
た
科
目
が
予
備
校
の
初
年
時
に
組
み
込
ま
れ
、
専
門
学
の
早
期
学
習
を
意
図
し
て
い
る
。

し
か
し
、
専
門
学
に
比
べ
て
普
通
学
の
科
目
数
は
一
気
に
増
加
し
、
普
通
学
を
拡
充
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
瞭
然
で
あ
る
。
大
学
林
に

は
普
通
学
の
科
目
を
課
し
て
い
な
い
が
、
学
期
が
五
年
に
短
縮
さ
れ
て
い
る
た
め
、
全
体
と
し
て
い
わ
ゆ
る
真
言
学
と
仏
教
学
の
学

習
時
間
は
減
少
し
て
い
る
。

　

古
義
大
学
林
で
も
、明
治
二
十
八
年
七
月
に
大
中
学
林
学
科
改
正
を
目
的
と
す
る
評
定
員
会
を
開
催
し
、大
学
林
を
五
年
と
し
、「
内

地
理

口
授

口
授

日
本
地
文
学
及

政
治
地
理

地
文
学

地
文
学

歴
史

口
授

口
授

日
本
文
明
史

支
那
文
明
史

万
国
中
古
史

万
国
近
代
史

数
学

口
授

口
授

算
術　

代
数
初
歩

代
数　

幾
何

三
角
術
初
歩　

幾
何

博
物

口
授

口
授

衛
生
生
理
学

動
物
学　

植
物
学

物
理

大
意

普
通
物
理
ノ
重
力
熱
ノ

部

普
通
物
理　

電
気
音
光

線
ノ
部

化
学

初
歩

大
意

哲
学

論
理
学　

心
理
学　

大

意
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典
部
」
の
科
目
に
従
来
同
様
の
「
宗
部
」「
学
会
」「
他
部
」
を
設
け
、「
外
典
部
」
に
英
語
、
哲
学
、
歴
史
、
地
理
、
数
学
、
理
科
、

国
語
及
び
漢
学
を
配
し
た
新
し
い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
案
を
提
出
し
た
。
中
学
林
は
引
き
続
き
三
年
と
し
、
科
目
に
専
門
（
真
言
学
に
相

応
）、
国
語
及
び
漢
学
、
英
語
、
数
学
、
地
理
、
歴
史
、
理
科
を
設
置
し
た
。
こ
の
改
正
を
促
し
た
の
は
、
一
つ
に
は
、
明
治
二
十

八
年
五
月
に
起
き
た
「
同
士
義
団
」
と
称
す
る
大
学
林
学
生
七
十
七
名
の
ス
ト
ラ
イ
キ
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
大
学
林
教
育
の
充
実
を

申
し
入
れ
た
た
め
に
下
山
さ
せ
ら
れ
た
。
ま
た
同
月
三
十
日
に
宗
教
各
派
に
対
し
て
「
内
務
省
訓
令
第
九
号
」
が
発
布
さ
れ
た
。
布

教
伝
道
に
従
事
す
る
教
師
に
は
尋
常
中
学
校
相
当
の
学
識
を
保
持
さ
せ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
き
っ
か
け
に
再
び
普

通
学
導
入
の
議
論
が
過
熱
し
た
の
で
あ
る（

（（
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
改
め
て
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
明
治
三
十
年
四
月
に
内
務
省
か
ら
認
可
を
受
け
三
十
一
年
七
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
学
科
課
程
は
、
評
定
員
会
が
提
出
し

た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
案
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
新
学
制
で
は
大
学
林
を
四
年
と
し
、科
目
か
ら
「
学
会
」
が
排
除
さ
れ
「
正
業
」「
兼

業
」「
参
考
余
科
」
を
設
け
、「
正
業
」
で
は
、
一
・
二
年
時
に
十
巻
章
、
三
年
時
に
『
理
趣
経
』
又
は
『
大
日
経
』、
四
年
時
に
『
大

日
経
疏
』
又
は
『
釈
摩
訶
衍
論
』、「
兼
業
」
で
は
、
一
・
二
年
時
に
唯
識
・
倶
舎
、
三
・
四
年
時
に
華
厳
・
法
華
を
入
れ
る
の
み
と

な
り
、
評
定
員
会
案
に
比
べ
て
極
め
て
簡
素
な
科
目
設
定
と
な
っ
た
。「
参
考
余
科
」
は
、
四
年
間
に
西
洋
哲
学
史
、
認
識
論
及
び

純
正
哲
学
、
日
本
教
学
史
、
支
那
教
学
史
、
印
度
宗
教
史
、
国
文
学
、
漢
文
学
、
梵
語
、
法
制
を
入
れ
る
も
、
英
語
、
理
科
、
数
学

と
い
っ
た
普
通
学
は
除
か
れ
た（

（（
（

。

　

そ
の
後
真
言
宗
は
、
明
治
三
十
三
年
に
御
室
派
・
高
野
派
・
醍
醐
派
・
大
覚
寺
派
・
智
山
派
・
豊
山
派
が
分
離
独
立
し
、
明
治
四

十
年
に
は
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
東
寺
・
山
階
・
小
野
、
泉
涌
寺
派
が
独
立
す
る（

（（
（

。
こ
れ
に
と
も
な
い
大
学
林
は
各
派
分
離
し
、
智
山
派

大
学
林
、
豊
山
派
大
学
林
、
東
寺
に
移
転
し
た
古
義
大
学
林
、
高
野
山
の
真
言
宗
連
合
大
学
林
が
独
立
（
両
者
は
翌
年
に
真
言
宗
各

派
連
合
大
学
林
に
合
併
）
す
る
。
概
し
て
普
通
学
は
そ
の
課
程
に
含
ま
れ
、
あ
る
い
は
豊
山
派
の
よ
う
に
東
京
専
門
学
校
、
國
學
院
、
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哲
学
館
に
お
い
て
充
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。

ま
と
め
に
か
え
て

　

浄
土
真
宗
や
浄
土
宗
の
普
通
学
導
入
に
一
際
遅
れ
、
明
治
二
十
年
代
後
半
に
な
っ
て
真
言
宗
は
よ
う
や
く
学
林
に
普
通
学
を
導
入

し
た
。
こ
こ
に
は
国
家
制
度
の
強
い
圧
力
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
沢
柳
政
太
郎
の
批
判
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
一
般
信
者

が
仏
教
に
要
求
し
た
こ
と
で
も
な
い
。
真
言
宗
の
場
合
に
は
、
排
仏
論
に
対
抗
す
る
た
め
や
内
外
地
布
教
と
い
っ
た
大
き
な
目
標
は

ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。
他
宗
に
遅
れ
を
と
る
と
い
う
焦
燥
感
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
他
宗
の
動
向
に
鋭
い
意
識
を
向
け
て

い
た
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
真
言
宗
僧
侶
が
宗
派
に
要
求
し
た
こ
と
は
―
極
め
て
消
極
的
な
こ
と
に
―
子
弟
が
一
般
在
家
者

と
対
等
に
交
流
す
る
た
め
に
必
要
な
基
本
的
な
課
程
を
用
意
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
要
求
に
よ
り
、
新
義
大
学
林
は
大
学
林
で
の
専
門
修
学
を
維
持
す
る
た
め
、
附
属
予
備
校
を
設
立
し
て
そ
こ
に
普
通
学

を
導
入
し
た
。
古
義
大
学
林
は
簡
素
な
形
で
あ
れ
普
通
科
目
を
設
置
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
普
通
学
導
入
に
よ
り
い
わ
ゆ
る

真
言
学
の
科
目
は
激
減
し
、
仏
教
典
籍
を
学
ぶ
時
間
も
十
分
に
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
本
稿
で
は
開
講
さ
れ
た
真
言
学
・
仏
教
学
科

目
の
推
移
、
あ
る
い
は
そ
の
内
容
ま
で
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
明
治
期
後
半
の
動
向
を
追
い
、
大
学
林
が
大
学
へ
と
変
遷

を
遂
げ
る
歴
史
を
総
覧
し
つ
つ
、
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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註（
1
）『
高
野
山
大
学
百
年
史
』
五
十
八
〜
六
十
一
頁
、『
大
正
大
学
五
十
年

略
史
』
一
四
四
〜
一
四
五
頁
、『
智
積
院
史
』
八
十
五
〜
九
十
二
頁
。

（
2
）『
高
野
山
大
学
五
十
年
史
』
二
十
三
頁
。『
高
野
山
大
学
百
年
史
』
六

十
七
頁
。

（
3
）『
大
正
大
学
五
十
年
略
史
』
一
四
六
頁
。

（
4
）『
高
野
山
大
学
五
十
年
史
』
二
十
三
頁
。

（
5
）『
高
野
山
大
学
五
十
年
史
』
二
十
四
頁
。

（
6
）『
高
野
山
大
学
五
十
年
史
』
二
十
五
頁
。

（
7
）『
高
野
山
大
学
五
十
年
史
』
三
十
六
頁
、『
高
野
山
大
学
百
年
史
』
一

〇
六
頁
。

（
8
）『
大
正
大
学
五
十
年
史
』
一
五
一
頁
。
五
字
厳
身
「
豊
山
派
教
育
の
沿

革
」『
加
持
世
界
』
十
七
巻
四
号
、
大
正
六
年
、
四
月
、
三
十
五
頁
。

（
9
）
明
治
十
八
年
～
明
治
二
十
三
年
の
新
義
派
の
大
中
小
学
林
の
学
制
に

つ
い
て
は
、
五
字
厳
身
「
豊
山
派
教
育
の
沿
革
」『
加
持
世
界
』（
十

七
巻
三
号
・
四
号
・
六
号
・
七
号
、
大
正
六
年
、
四
月
～
七
月
）
に

纏
め
ら
れ
て
い
る
。

（
10
）『
学
制
百
年
史
』
文
部
省
、
昭
和
四
十
七
年
、
二
七
四
頁
。

（
11
）
熊
澤
恵
里
子
「
学
制
以
前
に
お
け
る｢

普
通
学｣

に
関
す
る
一
考
察
」

『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
十
四
号
、
一
九
九
八
。

（
12
）『
密
厳
教
報
』
七
十
二
号
、
明
治
二
十
五
年
九
月
二
十
五
日
、
八
頁
。

（
13
）『
密
厳
教
報
』
七
十
三
号
、
明
治
二
十
五
年
十
月
十
二
日
、
三
頁
～
十

二
頁
。

（
14
）『
密
厳
教
報
』
七
十
四
号
、
明
治
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日
、
二
十
三

頁
。

（
15
）『
大
正
大
学
五
十
年
略
史
』
一
五
四
頁
。
五
字
厳
身
「
豊
山
派
教
育
の

沿
革
」『
加
持
世
界
』
十
七
巻
六
号
、
大
正
六
年
、
六
月
、
三
十
四
頁
。

（
16
）『
密
厳
教
報
』
八
十
二
号
、
明
治
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日
、
十
頁
。

（
17
）『
密
厳
教
報
』
八
十
三
号
、
明
治
二
十
六
年
三
月
十
二
日
、
九
頁
。

（
18
）『
密
厳
教
報
』
八
十
四
号
、
明
治
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日
、
十
一
頁
。

（
19
）『
伝
灯
』
四
十
号
、
明
治
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日
、
二
十
二
頁
。

（
20
）『
教
育
勅
語
関
係
資
料
』
第
七
集
所
収
（
日
本
大
学
精
神
文
化
研
究
所
、

一
九
七
九
年
）

（
21
）拙
稿「
雲
照
律
師
の
世
俗
性
―
仏
教
の
近
代
性
を
ど
う
見
る
か
―
」『
現

代
密
教
』
第
二
十
一
号
。

（
22
）
斉
藤
昭
俊
「
仏
教
と
教
育
の
関
係
―
沢
柳
政
太
郎
論
」『
密
教
文
化
論

集
』
昭
和
四
十
六
年
、
三
一
二
頁
。

（
23
）『
同
学
』
三
十
四
号
明
治
二
十
六
年
五
月
二
十
一
日
、
七
頁
。

（
24
）『
伝
灯
』
四
十
七
号
、
明
治
二
十
六
年
六
月
十
三
日
、
二
十
九
頁
。

（
25
）『
大
日
経
』「
漫
茶
羅
位
初
阿
闍
梨
。
應
發
菩
提
心
。
妙
慧
慈
悲
兼
綜

衆
藝
。」
大
正
八
四
八
、
四
頁
上
。

（
26
）『
大
毘
盧
遮
那
成
佛
經
疏
』「
兼
綜
衆
藝
者
。
謂
妙
善
世
間
種
種
伎
藝
也
。

謂
聲
論
因
論
。
十
八
明
處
六
十
四
能
。
算
數
方
藥
觀
相
工
巧
之
類
。

縁
漫
荼
羅
所
要
皆
不
假
於
人
。
則
造
次
施
爲
無
闕
乏
之
過
。
然
後
堪

作
阿
闍
梨
。」
大
正
一
七
九
六
、
六
一
二
頁
上
。

（
27
）『
梵
網
経
』「
有
佛
經
律
大
乘
正
法
正
見
正
性
正
法
身
而
不
能
勤
學
修

習
而
捨
七
寶
。
反
學
邪
見
二
乘
外
道
俗
典
。
阿
毘
曇
雜
論
書
記
。
是

斷
佛
性
障
道
因
縁
。
非
行
菩
薩
道
。
若
故
作
者
。
犯
輕
垢
罪
。」
大
正



明治期における真言宗の教育カリキュラム

― 223 ―

一
四
八
四
、
一
〇
〇
六
頁
下
。

（
28
）『
伝
灯
』
四
十
九
号
、
明
治
二
十
六
年
七
月
十
三
日
、
九
頁
。

（
29
）『
瑜
伽
師
地
論
』「
若
上
聰
敏
若
能
速
受
。
若
經
久
時
能
不
忘
失
。
若

於
其
義
能
思
能
達
。
若
於
佛
教
如
理
觀
察
。
成
就
倶
行
無
動
覺
者
。

於
日
日
中
常
以
二
分
修
學
佛
語
。
一
分
學
外
。
則
無
違
犯
。」
大
正
一

五
七
九
、
五
一
九
中
。

（
30
）『
伝
灯
』
四
十
九
号
、
明
治
二
十
六
年
七
月
十
三
日
、
一
頁
。

（
31
）
中
西
黙
笑
「
教
法
者
は
俗
流
の
外
に
超
然
た
れ
」『
伝
灯
』
五
十
一
号
、

八
頁
。
仁
田
治
枝
子
「
仏
家
世
間
学
の
講
修
活
用
」
同
、
二
十
三
頁
。

（
32
）「
沢
柳
氏
対
伝
灯
」『
密
厳
教
報
』
九
十
二
号
、
明
治
二
十
六
年
七
月

二
十
五
日
、
七
頁
。

（
33
）「
学
林
問
題
」『
密
厳
教
報
』
九
十
七
号
、明
治
二
十
六
年
十
月
十
二
日
、

二
頁
。

（
34
）『
智
積
院
史
』
二
八
六
〜
二
八
八
頁
。『
大
正
大
学
五
十
年
略
史
』
一

五
七
〜
一
五
八
頁
。

（
35
）『
高
野
山
大
学
五
十
年
史
』
五
十
五
〜
七
十
七
頁
。

（
36
）『
高
野
山
大
学
五
十
年
史
』
七
十
七
〜
八
十
一
頁
。

（
37
）
今
井
幹
雄
編
著
『
真
言
宗
百
年
余
話
一
』
六
大
新
報
社
、
平
成
八
年
、

一
三
三
頁
～
一
四
四
頁
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　

大
学
林　

学
制　

僧
侶
養
成


